
  

                                        
 

  

 

 

 

 

最近、全国的にアスベストの健康被害が取りざたされています。平成 16 年 10 月 1 日から製造使用等は禁止されてい

ますが、今後、建物の老朽化による解体工事が増加することが予想されます。人的、物的の両面から予防、防止の実効

的な対策が待たされています。国のアスベスト障害予防規則の制定（平成 17 年 7 月 1日施行）に伴い、長野県では独自

な対策が示されました。今、社会的にも関心の高いアスベストに関する研修会を 4団体合同で開催いたします。 

◆主 催  （社）長野県建築設計事務所協会  （社）長野県建築士会 

（社）日本建築家協会ＪＩＡ長野県クラブ  長野県建築物防災協会 

◆共 催   長 野 県 

◆会場・開催日時・定員  

実 施 会 場 開催日時 定員 

松本会場 
長野県松本勤労者福祉センター  １階 大会議室 

松本市中央４－７－２６ 

９月１３日（火） 

午後１時３０分～ 
２００名 

長野会場 
エムウェーブ １階 大会議室 

長野市北長池１９５ 

９月１４日（水） 

午後１時３０分～ 
１５０名 

◆研修内容・講師 

研 修 内 容 講      師 

１）アスベストに関する基礎知識 
柴田 房夫 氏（建設業労働災害防止協会長野県支部指導員）

千野 隆雄 氏（         〃         ）

２）大気汚染防止法によるアスベスト規制について 

３）廃棄物処理法における廃石綿等の取扱いについて 

４）吹付けアスベスト等建築物の届出制度について 

長 野 県 職 員 

 〃 

 〃 

◆テキスト料  会員 ２，０００円   会員外 ３，０００円 

         ※ 当日受付時に集金します。 テキストは当日お渡しします。 

◆申 込 方 法  申込書をご記入のうえ、建築設計事務所協会本会事務局までＦＡＸにてお申込ください。 

定員になり次第締切らせていただきます。≪最終締切り：９月９日（金）≫ 

◆そ の 他  松本会場は駐車場が少ないため、公共の交通機関をご利用ください。 

◆申込み・問合せ先  （社）長野県建築設計事務所協会本会事務局 長野市妻科 426-1  TEL 026-235-3359 

申込み先 ＦＡＸ：０２６－２３５－３３８６ 切り取らないでこのままＦＡＸして下さい 

 

「アスベスト等に関する建築団体研修会」申込書      平成  年  月  日 

氏
ふり

  名
がな  自宅 TEL   （    ） 

自宅住所 〒 

勤務先名称  勤務先 TEL   （    ） 

勤務先住所 〒 

希望会場に〇印を 

お付けください。 

  
９／１３（火） 松本会場

 
９／１４（水） 長野会場 

事務所協会会員 

（○で囲む） 
会 員（     支部） ・ 会員外 ＣＰＤ 事務所協会会員はＣＰＤ２単位取得 

 

※ この申込書に記載された個人情報は研修実施に関する必要な書類等の作成、送付及び本
社団法人 長野県建築設計事務所協会
研修に関する情報の送付に使用します。それ以外の目的には使用いたしません。 


